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【卒業の認定に関する方針】 

教育目標に到達するために計画されたカリキュラムを学修し、所定の修業年限を在学し、所定の 

授業科目単位を取得したものに専門士（医療専門課程）の称号を授与する。また、看護師国

家試験受験資格が与えられる。 

 

 本課程を修了した者には、以下の能力を期待する。 

 

 １．人間愛と豊かな感性を兼ね備え、個人を尊重した態度を基盤として、対象との円滑な人間 

関係を築くことができる。 

 ２．看護実践においては、知識・技術・態度を統合し、対象に応じた看護を論理的・科学的に 

     思考し活用できる。 

 ３．日々変化する社会と医療に対して興味・関心を持ち続け、社会の中で求められる看護につ 

     いて考えることができる。 

 ４．看護専門職業人としての自覚と、継続学習による能力の維持・開発が障害にわたって必要 

     であることを理解して、努力できる姿勢を培える。 

 

 


